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農業経営を支える人材育成事業Ｑ＆Ａ 

 

令和７年５月 

千葉県農林水産部担い手支援課 

 

このＱ＆Ａは、農業経営を支える人材育成事業交付要綱（以下、「交付要綱」という。）

及び農業経営を支える人材育成事業実施要領（以下、「実施要領」という。）と併せてご覧

ください。 

 

１ 事業実施主体 

１－１ 本事業に応募できるのは、どのような経営体ですか。 

 次の①～④を全て満たす経営体です。 

①県内に事業所をおく農業法人又は農業者であること。 

②認定農業者であること。 

③直近の決算書における農産物の売上高（収入の安定に係る補助金収入を含む。）が

5,000万円以上であること。 

④事業実施主体の公表及び広報活動への協力等に同意があること。 

 

１－２ 直近の決算書における農産物の受上高に、加工品の売上高を含めることは  

できますか。 

 次に掲げるような関連事業の売上高は、本事業では、農産物の売上高に含めることが

できません。 

・農産物の加工     ・農産物の集荷、貯蔵、運搬、販売  ・農作業受託 

・農業生産資材の製造  ・農泊、農業体験事業 等 

 

１－３ 過去に本事業を実施した経営体が、再度応募することはできますか。 

 過去に本事業を実施した際、実施計画書に掲げた「経営発展に向けた新たな取組に 

関する目標」を達成したと認められる場合に限り、再度応募することができます。なお、

この場合、直近で本事業を実施した際に承認された実施計画書に掲げた「経営発展に 

向けた新たな取組に関する目標」を達成したことを、客観的に示す資料を提出する必要

があります。 

 

２ 経営発展に向けた新たな取組 

２－１ 経営発展に向けた新たな取組とは、どのような取組ですか。 

 人材育成の取組を開始する日から起算して１年以内に開始する、次の取組をいいます。 

①経営の多角化  …農産物の加工・流通・販売等に関する新たな取組 

②経営の規模拡大 …生産面積（飼養頭羽数）の拡大等による生産量を増大させる取組 

③経営管理の高度化…労務・販売等の専門部署の新設やデジタル技術の導入等による 

経営管理に関する新たな取組 
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３ 専門知識や技能を習得させる人材の基準 

３－１ 専門知識や技能を習得させるための人材育成の取組の対象となる人材の基準を

教えてください。 

 人材育成の対象となるのは、次のいずれかに該当する者です。 

①従業員 

 事業実施主体と期間の定めがない雇用契約を書面で締結している被雇用者。 

②青色事業専従者 

 事業実施主体から専従者給与の支払いを受けており、かつ、事業実施主体の営む  

農業に専ら従事している者。 

 

３－２ 人材育成の対象となる従業員又は青色事業専従者であることを示すために、 

どのような書類を提出する必要がありますか。 

 次に掲げる書類を実施計画書に添付してください。 

①従業員 

 雇用契約書（労働条件通知書）の写し ※従業員（被雇用者）の署名等があるもの 

②青色事業専従者 

 青色事業専従者給与に関する届出（変更届出）書の写し 

 専従者給与の支払明細書 等 

 

３－３ 過去に本事業を活用して専門知識や技能を習得させた人材を、再度、人材育成

の対象とすることはできますか。 

 過去に習得させた専門知識・技能とは異なる専門知識・技能を習得させようとする 

場合には、対象となり得ます。 

また、過去に習得させた専門知識・技能と同種であっても、更に高度な専門知識・  

技能を習得させようとする場合であれば、対象となり得ます。 

 

３－４ 農事組合法人で従事分量配当を受けている組合員を、人材育成の対象とする 

ことはできますか。 

 農事組合法人の組合員は立場的には出資者であり、法人と雇用契約を結んだ被雇用者

（従業員）ではないため、対象とはなりません。 

 

３－５ 外国人材を、人材育成の対象とすることはできますか。 

 就労が認められる在留資格を有する外国人であり、職務に関連した専門的な知識及び

技能の習得をさせるための訓練であれば、対象となり得ます。 

 

４ 人材育成の取組 

４－１ 人材育成の取組とは、どのような取組ですか。 

 経営発展に向けた新たな取組に必要な専門知識や技能を追加して習得させるため、 

通常業務と切り離して行う次に掲げる訓練のことです。 
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①職場内訓練 

 事業実施主体が自ら企画・主催・運営し、職場内へ外部講師を招聘し、謝金を    

支払って実施する訓練 

②職場外訓練 

 事業実施主体が外部の教育訓練機関へ受講料を支払い、受講させる訓練（ｅラーニ

ング・通信制による訓練を含む。） 

 

４－２ どのような経費が補助対象となりますか。 

 補助対象となる経費は、訓練そのものに直接要する経費であり、次に掲げるような 

ものが該当します。 

①職場内訓練 講師に支払う謝金・旅費、教材費、会場使用料 等 

②職場外訓練 入学料、受講料、教材費 等 

 

４－３ 社内の人材を、職場内訓練の講師とすることはできますか。 

 本事業では、外部講師を迎えて行う訓練を職場内訓練としています。このため、事業

実施主体及び関連会社の役職員（非常勤役職員を含む。）並びに社員等を講師とした  

研修会等は職場内訓練とは認められません。 

 

４－４ 職場内訓練のために招いた外部講師が謝金を辞退した場合、この訓練は職場内

訓練として認められますか。 

 外部講師が謝金を辞退した場合には、謝金を支払わなくても職場内訓練と認められ 

ます。ただし、外部講師が謝金を辞退したことを示す書類を提出する必要があります。 

 

４－５ 職場内訓練を自社の施設で行った場合、この訓練は補助対象となりますか。 

 通常業務と切り離して行うことができるのであれば、職場内訓練を事業実施主体及び

関連会社が所有する施設（会議室、休憩室、作業場等）で行っても差し支えありません。

ただし、この場合、会場使用料は補助対象とはなりません。 

 

４－６ 業務改善に資するシステムの導入に当たって、従業員がメーカーから無料の 

操作講習を受ける予定ですが、この講習時間を賃金補助の対象とすることは可能

ですか。 

 新たなシステムや機械等の導入時に受けるメーカーによる無料の操作講習は、職場内

訓練に該当しないため、賃金補助の対象とはなりません。 

 

 

４－７ 職場内訓練を実施した場合、どのような書類を提出する必要がありますか。 

 事業完了後に提出する実績報告書に、次に掲げる書類を添付してください。 

①訓練実施実績（職場内訓練用）（交付要綱 別記様式第４号 別紙１） 

②職場内訓練に使用した資料の写し 
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③職場内訓練の様子が分かる写真 ※講師及び賃金補助の対象となる人材が全員写っていること 

④支出証拠書類（謝金や会場使用料、教材費の請求書等） 

 

４－８ 普通自動車運転免許（普通免許）を取得するための教習は、職場外訓練として

認められますか。 

 普通免許を取得するための教習は、いわゆるオートマ限定解除も含め、職場外訓練と

しては認められません。 

 

４－９ 準中型自動車免許を取得するための教習は、職場外訓練として認められますか。 

 経営発展に向けた新たな取組の実現に必要な技能と判断される場合、第一種運転免許

のうち次に掲げる免許を取得するための教習は、職場外訓練として認められます。 

・大型自動車免許     ・中型自動車免許     ・準中型自動車免許 

・大型特殊自動車免許   ・小型特殊自動車免許   ・牽引免許 

 この場合、実施施計画書に、運転予定の車の種類や大きさ等を記載してください。 
例：経営の規模拡大に当たり、○○にある離れた農場へ○○を運ぶため、○トンの積載車を運転できる準中型自動車  

免許を取得させる必要がある。 

 

４－10 教習所へ通うための交通費や宿泊費は補助対象となりますか。 

 教育訓練機関へ行くための交通費や宿泊費は訓練そのものに直接要する経費では 

ないため、補助対象とはなりません。 

 

４－11 ｅラーニングや通信教育は、職場外訓練として認められますか。 

 職場外訓練として認められます（ただし、専ら資料や動画の閲覧のみで、講師による

具体的な説明、解説等の実施時間がないものを除きます。）。また、ｅラーニングや通信

教育は訓練に要した時間を確認することが難しいため、賃金補助の対象とはなりません。 

 

４－12 外国人材への日本語教育は、補助対象となりますか。 

 日常会話程度の日本語の習得のみを目的とする訓練は補助対象とはなりません。経営

発展に向けた新たな取組に関連した専門用語等を習得させるための訓練であれば、補助

対象となり得ます。 

 

４－13 海外研修の参加費用は、補助対象となりますか。 

 経営発展に向けた新たな取組の実現に必要な専門知識・技能の習得に必要だと判断 

される場合、入学料や受講料、教材費等訓練そのものに直接要する経費に限り、補助  

対象となります。交通費や宿泊費は補助対象とはなりません。この場合、実施計画書や

実績報告書に、研修経費の内訳が分かる書類を添付してください。 

 

４－14 農業経営体育成セミナーやちばアグリトップランナー経営塾等、従業員等に 

受講料のかからない研修を受講させる場合、賃金補助の対象となりますか。 

 事業実施主体が外部の教育訓練機関へ受講料を支払って受講させる訓練には該当 
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しないため、賃金補助の対象とはなりません。 

 

４－15 職場外訓練を実施した場合、どのような書類を提出する必要がありますか 

 事業完了後に提出する実績報告書に、次に掲げる書類を添付してください。 

①訓練実施実績（職場外訓練用）（交付要綱 別記様式第４号 別紙２） 

②職場外訓練の申込日が分かる書類（申込書の写し等） 

③訓練を終了したことを証する書類（修了証の写し、卒業証明書の写し等） 
※運転免許に関する教習を受講させた場合には、必ず、教習所を卒業したときに受け取る卒業証明書のコピーを  

取っておいてください。免許センターに提出すると、二度と返却されません。また、再発行には、手数料が生じる

場合があります。 

④支出証拠書類（入学料や受講料、教材費の請求書等） 

 

４－16 訓練実施場所へ行くまでの移動時間は、賃金補助の対象となりますか。 

 なりません。賃金補助は訓練時間のみが対象です。 

 

５ 経営発展に向けた新たな取組に関連して実施する取組 

５－１ 経営発展に向けた新たな取組に関連して実施する取組とは、どのような取組 

ですか。 

 経営発展に向けた新たな取組に関連して、人材育成の取組と一体的に実施する次に 

掲げる取組のことです。 

①業務の効率化 …経営管理に係るシステム導入等の業務の効率化に関する取組 

②評価制度の新設…評価制度の新設や改善に関する取組 

③人材確保   …求人サイトへの掲載等の人材確保に関する取組 

④情報発信   …ホームページやパンフレットの作成等による情報発信に関する取組 

 

５－２ どのような経費が補助対象となりますか。 

 次に例示するような経費が補助対象となります。 

①業務の効率化 …経営管理システムの導入費、作業委託費等 

②評価制度の新設…社会保険労務士への報償費等 

③人材確保   …サイト掲載料、就農相談会や企業説明会等のイベントへの参加料、

イベント等への参加旅費等 

④情報発信   …ホームページ作成費、印刷費等 

 

５－３ 業務の効率化の取組として、物品の購入は認められますか。 

 経営発展に向けた新たな取組に関連して購入する物品で、消費税及び地方消費税を 

含めて１点10万円未満のものであれば、補助対象となります。ただし、新規で購入する

物品の場合、利用・稼働等に必要な一式が 10 万円未満である場合に限り、補助対象と 

します。また、既に使用している機器等の一部をバージョンアップさせるような場合は、

そのバージョンアップに必要な物品が 10 万円未満である場合に限り、補助対象と   

します。なお、物品の単純更新（同種・同能力の物品を購入する取組）は補助対象とは
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なりません。 

 

５－４ 人材確保の取組として求人サイトへ掲載する場合、補助対象となる期間はどの

ように考えますか。 

 補助対象となる期間は最長１年とします。ただし、県による計画の承認及び補助金の

内示から補助事業を実施する年度の３月 31 日までの期間が６か月を下回る場合、補助

対象となる期間は最長６か月とします。 

 

５－５ 本事業でシステム導入やホームページ作成等を行う場合、複数者による見積 

合わせ（相見積り）は必要ですか。 

 本事業の実施上は必須ではありません。しかし、経費節減の観点から、複数者の   

見積りを比較することが望ましいです。 

 

５－６ 経営発展に向けた新たな取組に関連して実施する取組を行った場合、どのような

書類を提出する必要がありますか。 

 事業完了後に提出する実績報告書に、次に掲げる書類を添付してください。 

①支出証拠書類（納品書、請求書等） 

②システム導入や物品購入の場合 …導入したシステムや購入した物品の写真等 

③業務を外注した場合 …発注書、成果品等 

④求人サイトへ掲載した場合 …申込書、掲載ページのURLが分かる書類等 

⑤求人イベントへ参加した場合 …申込書、イベントのパンフレット、参加の様子が 

分かる写真等 

 

６ 事務手続き 

６－１ 手続きの流れを教えてください。 

 手続き全体の流れは次のとおりです。まず初めに、協議書及び実施計画書を作成し、

所定の公募期間内に応募（フロー図の②計画承認申請）する必要があります。 

事務手続きのフロー図 

 
①公募案内

②計画承認申請

③計画承認及び内示（採択の場合）

③計画不採択の通知（不採択の場合）

④交付決定前着手届（届ける場合）

⑤補助金の交付申請

⑥補助金の交付決定

事業の着手

⑦遂行状況報告

⑧計画変更承認申請（変更がある場合）

事業の完了

⑨実績報告

⑩補助金の額の確定

⑪補助金の交付請求

⑫補助金の交付

事
業
実
施
主
体

(

認
定
農
業
者

）

県
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業
事
務
所
企
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６－２ 応募書類の提出先はどこですか。 

 所轄の農業事務所企画振興課へ提出してください。各農業事務所の所在地や連絡先は

巻末をご覧ください。 

 

６－３ 居住地と営農地が離れており、管轄する農業事務所が異なる場合、どこへ書類

を提出すればいいですか。 

 法人の場合は本社所在地、個人の場合は居住地を管轄する農業事務所へ提出して  

ください。ただし、県外に本社が所在する法人においては、営農を行う市町村を管轄  

する農業事務所へ提出してください。 

 

６－４ 事業が採択されるかどうかは、どのように決まりますか。 

 県は実施計画書の内容を審査し、適当と認められる場合には採択、適当と認められ 

ない場合には不採択とし、どちらの場合でも公文書で通知します。なお、応募多数の  

場合には、事業実施主体の現状ポイントと人材育成ポイントの合計ポイントの高い計画

から順に予算の範囲内で採択するものとし、同点の場合、事業費の少ない計画から順に

採択します。 

 

６－５ いつから事業に着手することができますか。 

 補助金の交付決定以降に着手した取組が補助対象となるため、着手するのは、交付 

決定の通知があった日以降としてください。交付決定日より前に着手した取組は、補助

対象とはなりません。なお、事業の着手とは、次に掲げる行為やこれに準じる行為を  

いいます。 

①人材育成の取組 

 職場内訓練の実施、職場外訓練の申込み（教習所や研修機関への申込み）等 

②経営発展に向けた新たな取組に関連して実施する取組 

 業務の発注、物品の購入、求人イベントへの申込み、見積合わせを行う場合に   

見積書の提出を依頼する行為等 

 

６－６ 事業はいつまでに完了する必要がありますか。 

 補助金の交付決定を受けた年度の３月 31 日までに完了する必要があります。なお、 

事業の完了とは、人材育成の取組の場合、最後の訓練が完了した日、経営発展に向けた

新たな取組に関連して実施する取組の場合、購入した物品や外注した業務の納品日、 

求人サイトへの掲載日、求人イベントの開催日等を指し、必ずしも外部講師や業者等 

への支払いが完了している必要はありません。 

 

６－７ 計画どおりに事業を実施できなくなった場合、どのような手続きが必要ですか。 

 まずは所轄の農業事務所企画振興課へご相談ください。なお、次に掲げる重要な変更

に該当する場合、変更の手続きが必要になることや、場合によっては補助金の交付を 

受けられなくなることがありますので、ご注意ください。 
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①事業の中止又は廃止 

②事業実施主体の変更 ※事業実施期間中の法人化を含みます。 

③事業内容の追加 

④事業費の３割を超える減 

⑤事業費の増 

 

６－８ 事業が完了したあとはどのような手続きが必要ですか。 

 事業完了の日から起算して 30 日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の

３月 31 日のいずれか早い期日までに、所定の実績報告書に関係書類を添えて、所轄の 

農業事務所企画振興課へ提出してください。 

 

６－９ 補助金はいつ交付されますか。 

 県は、事業実施主体から提出のあった実績報告書を審査し、事業が適正に実施され、

完了したことを確認した後、補助金の額を確定し、事業実施主体へ通知します。事業  

実施主体はこの通知を受け取った後、補助金交付請求書を所轄の農業事務所企画振興課

へ提出します。補助金交付請求書の受理後、県は補助金の交付手続きを行い、遅くとも

事業実施年度の翌年度５月末までに補助金を交付します。 

 

６－10 補助金はどのように支払われますか。 

 県から直接、事業実施主体名義の金融機関口座へ振り込みます。このため、交付申請

書に通帳の写し等、口座情報の分かる資料を添付する必要があります。 

 

６－11 補助金の交付を概算払（事業の完了前に補助金を交付すること）で受けること

は可能ですか。 

 本事業には、補助金の概算払を行う仕組みはありません。事業実施主体は補助金交付

までの間、事業の実施に必要な事業費を立て替える必要があります。 

 

６－12 申請書類及び証拠書類はいつまで保管する必要がありますか。 

 事業が完了した年度の翌年度から起算して５年間、保管する必要があります。 

 

６－13 事業の実施状況の報告は、いつ・どのように行えばいいでしょうか。 

 事業実施主体は、事業完了年度の翌年度の 12 月 28 日までに、経営発展に向けた   

新たな取組や従業員等の育成状況等を県へ報告する必要があります。このため、次に 

掲げる書類に実施状況を取りまとめ、所轄の農業事務所企画振興課へ提出してください。 

①実施状況報告書（実施要領 別記様式第３号） 

②経営発展に向けた新たな取組や従業員等の育成の実施状況が分かる書類 
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お問合せ先 

 

１ 千葉県農林水産部担い手支援課（経営体育成班） 

 電話  043-223-2905 

 メール ninaite06◆mz.pref.chiba.lg.jp 

 ※メール送信の際は、上記メールアドレスの ◆ を @ に置き換えてください。 

 

２ 各農業事務所企画振興課（書類の提出先） 

地域 管轄する市町村 電話番号、メールアドレス 

千葉 千葉市、習志野市、市原市、八千代市 
043-300-1985 

chibakikaku◆mz.pref.chiba.lg.jp 

東葛飾 
市川市、船橋市、松戸市、野田市、 

柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市 

04-7143-4122 

hkn-kikaku◆mz.pref.chiba.lg.jp 

印旛 
成田市、佐倉市、四街道市、八街市、 

印西市、白井市、富里市、酒々井町、栄町 

043-483-1129 

inbakikaku◆mz.pref.chiba.lg.jp 

香取 香取市、神崎町、多古町、東庄町 
0478-52-9192 

katoriacks◆mz.pref.chiba.lg.jp 

海匝 銚子市、旭市、匝瑳市 
0479-62-0156 

kaitiiki◆mz.pref.chiba.lg.jp 

山武 
東金市、山武市、大網白里市、 

九十九里町、芝山町、横芝光町 

0475-54-1122 

san-kikaku◆mz.pref.chiba.lg.jp 

長生 
茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、 

白子町、長柄町、長南町 

0475-22-1751 

chouseiafc02◆mz.pref.chiba.lg.jp 

夷隅 勝浦市、いすみ市、大多喜町、御宿町 
0470-82-4956 

isuminou◆mz.pref.chiba.lg.jp 

安房 館山市、鴨川市、南房総市、鋸南町 
0470-22-7131 

awa-kikaku◆mz.pref.chiba.lg.jp 

君津 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市 
0438-25-0107 

kiminou-k◆mz.pref.chiba.lg.jp 

※メール送信の際は、上記メールアドレスの ◆ を @ に置き換えてください。 


